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が
去
る
八
川
四
Ｈ
、
金

木
地
区
交
通
指
導
隊
（
隊
長
西
村
徳
雄

津
幌
偏
川
金
嘩
金
木
支
店
腱
）
に
陥
ら

れ
ま
し
た
。

こ
の
指
導
車
は
、
金
木
ロ
ー
タ
リ
ー

ク
ラ
ブ
が
二
十
二
万
門
、
指
導
隊
か
隊

藍蓑葬蕊蕊誌

西
村
隊
長
を
陣
頭
に

急
救
車
と
し
て
利
用
も

金
木
ロ
ー
タ
リ
ー
ク

ラ
ブ
（
会
及
尚
柵
兀
祢

氏
）
よ
り
「
交
通
柵
仙

切
防
止
に
役
立
て
て
ほ

し
い
」
と
い
う
灘
恵
に

よ
る
「
交
皿
折
導
叩
」

画
か
ら
雌
め
た
二
万
円
、
青
森
日
雌
サ

ニ
．
‐
販
苑
株
式
会
社
か
一
万
円
、
紺
二

卜
丘
刀
円
の
寄
附
金
で
、
日
雌
サ
ニ
ー

一
○
○
○
（
丘
人
乗
り
）
の
中
古
巾
を

朏
人
樅
附
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
さ
ら

に
、
折
導
隊
の
初
代
隊
踵
の
州
川
敏
服

氏
が
放
送
投
術
を
一
式
、
秋
谷
消
忠
氏

（
新
掘
町
秋
谷
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
経

桝
将
）
か
生
作
巾
ガ
ソ
リ
ン
を
無
料
で

提
供
す
る
な
ど
餅
意
い
っ
ぱ
い
の
巾
で

す
。

西
村
隊
反
ほ
か
十
九
名
の
隊
幽
は
、

こ
の
善
意
に
繩
い
る

た
め
、
暇
を
み
て
は

町
内
の
交
通
指
導
に

あ
た
っ
て
お
り
町
民

か
ら
感
謝
さ
れ
て
い

ま
す
。商

橘
会
長
の
話
Ｉ

バ
イ
パ
ス
迫
路
が
で

き
た
も
の
の
、
交
通

皿
は
ふ
え
る
ば
か
り

で
、
道
を
歩
く
に
も

の
ん
び
り
で
き
な
い

状
態
で
す
。
珊
故
防

止
に
少
し
で
も
役
立

て
ば
、
と
考
え
て
い

ま
す
。両

村
交
通
指
導
隊

長
の
話
Ｉ
泌
意
で
い

っ
ぱ
い
の
車
で
す
。

隊
員
と
と
も
に
事
故

（
率
纒
騨
認
す
る
）

防
止
に
は
万
全
を
期
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
柑
時
、
役
賜
前
の
消
防
屯
所

こ
の
ほ
ど
、
町
税
条
例
が
改
正
ざ
れ

個
人
町
民
税
の
税
率
が
下
が
っ
た
の
で

本
年
度
か
ら
税
金
か
安
く
な
り
ま
し
た

新
旧
条
例
の
比
較
表
は
次
の
と
お
り

で
す
。

旧
法
新
法

税額控除課税される所禅金額 税率

2.6％
3．9

5．2

6．5

7．8

9．1

映
庁
で
は
、
交
通
榔
故
の
被
宙
荷
ま
た
は
そ
の
家
族
の
救
済
を
Ⅱ
的
と
し

て
、
交
通
邪
故
相
縦
所
を
段
け
、
州
淡
若
の
た
め
親
身
に
な
っ
て
折
導
州
淡

に
あ
だ
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
ご
遮
咀
な
く
利
川
し
て
下
さ
い
。

■
■
。
●
■
■
■
■
。
■
■
■
■
■
■
●
●
凸
凸
ｑ
①
凸
ｑ
口
■
■
■
■
■
■
■
■
宙
■
毎
骨
巳
■
●
■
■
“
■
■
句
■
■
■
■
■
■
■
Ｇ
●
■
凸
■
。
■
●
■
■
■
■
■
■
寺
巴
酋
己
甸
■
。
■
■
■
■
“
色
■
凸
①
■
■
■
■
■
■
尾
９

岬
交
通
事
故
相
談
所
を

利
用
し
ま
し
ょ
う
“

凸
４
句
■
Ｂ
■
■
■
ｂ
■
■
■
■
■
申
■
口
■
ｂ
■
■
■
凸
■
凸
■
■
■
■
七
■
Ｂ
■
む
め
Ｐ
ｂ
ｂ
■
凸
■
Ｐ
●
。
●
■
■
■
Ｐ
ｂ
』
■
ｂ
■
■
■
■
■
Ｐ
』
■
Ｐ
■
■
■
由
■
Ｐ
ｂ
伊
句
■
■
■
ｐ
■
■
』
や
■
●
む
め
■
■
■
■
●
■
甲
８

州
談
、
…
体
Ⅱ
を
除
き
午
川
１
塒
か
ら
午
後
四
時
ま
で

な
お
〃
迦
土
Ｍ
Ｈ
に
は
刷
川
弁
搬
ｔ
に
よ
る
法
仲
川
縦
を
行
な
っ

て
い
ま
す
。

青
森
県
交
通
事
故
相
談
所

（
喋
庁
内
・
・
一
断
ｌ
畑
柵
⑳
二
二
内
縦
：
三
六
）

150,000円以下の金額
150,000円を超える金額
400,000円〃
700,000円〃

1,000,000円〃
1.500,000円〃

円
０
０
０
０
０

一
価
祁
唖
唖
恥

１
２
４

安
く
な
る
個
人
町
民
税

四
十
五
万
円
で
三
千
七
百
五
十
円

課税される所僻金額 癖
一
蝿
如
叩
即
印
、
’

|税額搾除

－ 円
1，500
5．500

12，500
22‘500
37，500

150.000円以下の金額
150,000円を超える金額
400‘000円〃
700,‘000円〃

1,000,000円〃
1,500,0001リ〃

’
1

1

ｌ
’

》
〔
川
〕

〕
（
Ⅱ
Ｕ

〕
戸
【
〕

Ⅱ
１

◎旧条例の場合
（所押金額）×(税率)=(W:ILH額）

‘50.000円×希＝23400円
（算出額）一(控除額)＝（税金）
23,400円-7,150円＝16,250円…(q)

◎新条例の場合
（所得金額）×(税率)＝（猟州額）

450,000円×市=18.000IIJ
（節出額）－(搾除額)＝（税金）
18.000円-5,500円=12,500II｣･･･(b)

◎ 減税額
（｡）一(b)=(減税額）

16,250円-12,500円=3,750I]j

に
樅
き
ま
す
か
ら
、
急
救
収
と
し
て
も
洲

ご
利
川
願
い
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
州

（
計
算
例
）

糾
税
さ
れ
る
所
押
金
額
か
川
十
笂
刀

円
の
場
合
の
、
新
川
比
鮫
の
帥
陳
〃
法

は
次
の
と
お
り
で
す
。
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去
る
八
月
三
日
正
午
か
ら
州
か
れ
た

第
六
十
四
回
金
木
町
議
会
臨
時
会
は
、

六
月
十
日
か
ら
空
啼
の
助
役
に
、
現
町

縦
中
村
健
刈
氏
を
選
任
し
た
ほ
か
、
二

千
二
百
十
万
円
の
一
般
会
帥
鮒
服
予
算

な
ど
提
出
離
案
九
件
を
脈
案
ど
お
り
可

決
し
、
午
後
四
時
二
十
分
に
川
会
し
ま

し
た
。

今
議
会
で
可
決
さ
れ
た
主
な
縦
案
は

次
の
と
お
り
で
す
。

○
専
決
処
分
報
告
の
件
・

町
僻
住
宅
雌
投
珊
業
鋤
二
千
八
面
五

十
・
・
一
万
五
千
円
（
堀
一
価
卜
。
：
川
、
節

二
繩
十
四
・
川
な
ど
）
の
う
ち
百
十
万
円

の
起
悩
額
に
確
定
に
よ
る
補
正
予
算
お

よ
び
国
民
雌
雌
保
険
将
別
会
誹
の
血
診

補
正
総
額
で
四
億
二
千
三
百
万
円

助
役
に
中
村
（
腱
）
氏
を
選
任

【新助役中村健司氏】

選
ば
れ
て
去
る
八
月
叫
側
に
助
役
に
心
を
も
っ
て
あ
た
り
、
三
上
町
長
の
よ

就
任
し
ま
し
た
。
い
久
峨
役
を
つ
と
め
た
い
と
考
え
て
お

私
は
、
鍍
会
縦
口
と
し
て
、
川
の
行
り
ま
す
。

政
を
外
部
か
ら
凡
て
ま
い
り
ま
し
た
か
そ
し
て
〃
新
鮮
で
明
る
い
〃
町
づ
く

こ
ん
ど
は
、
即
邪
春
側
と
し
て
、
今
ま
り
に
余
力
を
頤
注
し
、
併
さ
ま
の
期
待

挺
雛
御
新
鮮
で
明
る
い
町
に

に
符
え
た
い

と
思
っ
て
い

か
れ
る
こ
と

金
木
町
助
役
中
村
健
司
蕊
聡
緬

に
な
っ
た
の

で
す
。
願
い
い
た
し
ま
す
。

政
治
生
活
を
踵
く
経
験
し
た
ひ
と
は
略
朧
Ｉ
金
木
町
離
会
議
員
五
期
、
組

「
怖
性
か
ら
の
マ
ン
ネ
リ
に
お
ち
い
り
合
立
金
木
冊
秤
学
校
議
会
識
隆
、

や
す
い
」
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
金
木
町
展
業
協
同
組
合
長
、
金
木

行
政
マ
ン
と
し
て
は
一
年
生
で
す
か
ら
町
消
防
団
長
、
雌
立
五
所
川
陳
股

勉
強
第
一
主
溌
を
と
り
、
す
べ
て
に
初
林
刑
呼
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
副
会
長

勘
定
が
昨
年
度
に
お
い
て
赤
字
が
百
一

万
四
千
円
あ
っ
た
の
で
、
凶
十
五
年
度

か
ら
繰
上
光
川
す
る
た
め
の
補
正
予
卵

の
報
告
。

Ｏ
昭
和
四
十
五
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算
の
件

才
人
才
川
予
卵
総
額
に
、
そ
れ
ぞ

れ
二
千
三
百
十
万
三
千
円
を
追
加
し

総
予
猟
額
が
川
徳
二
千
三
面
十
六
刀

円
と
な
っ
た
。
追
加
し
た
主
な
も
の

塵
芥
車
を
岻
入

川
倉
農
榊
改
は

最
終
年

土
心

永
唾

一
一
未
祥

辛
叩
十

ｌ

素
や外

鯵
参…

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

民
生
費
Ｉ
蛎
三
保
育
所
ス
テ
ー
ジ
拡

狼
費
三
’
五
万
円
、
第
二
保
育
所

輔
川
保
行
所
井
・
脚
ボ
ー
リ
ン
グ
費

七
’
七
万
円

衛
生
費
Ｉ
間
北
五
術
生
処
理
組
合
仇

扣
金
二
十
二
万
円
、
願
芥
災
収
車

朏
人
出
二
百
三
十
五
万
円
、
こ
れ

に
伴
う
人
件
曲
九
十
四
万
六
千
円

農
林
水
産
業
費
Ｉ
股
業
柵
造
改
善
邪

難
曲
（
川
灯
）
五
百
八
卜
五
万
一

千
円
、
米
生
雁
洲
縦
対
箙
珊
業
曲

面
十
一
万
七
千
円

商
工
費
１
座
ま
つ
り
助
成
出
面
十
万

地
力
税
法
の
改
旺
に
作
な
う
町
税

条
例
の
改
服
で
あ
る
。
こ
の
改
服
に

よ
り
町
税
が
・
・
・
両
・
・
一
卜
刀
凹
の
減
と

な
る
。

Ｏ
公
民
舘
設
置
条
例
中
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
件

Ⅲ
金
木
桝
林
料
町
介
を
中
央
公
比

館
と
す
る
た
め
、
地
恭
を
変
災
し
た
。

Ｏ
公
民
館
使
用
料
条
例
制
定
の
件

公
比
飢
を
便
川
す
る
場
合
の
使
川

料
の
徴
収
に
つ
い
て
の
条
例
が
な
か

っ
た
の
で
、
新
ら
た
に
制
定
し
た
。

使
川
料
は
、
脈
間
壬
・
百
円
、
役
間

千
五
画
円
と
し
、
邪
間
の
午
川
ま
た

は
午
後
の
み
使
川
の
場
合
は
半
額
、

Ｏ
町
税
条
例
中
一
部
を
改
正
す
る
条
例

町
税
改
正
で

三
月
三
十
万
円
減
税

円
土
木
費
Ｉ
辿
路
新
投
改
良
曲
九
十
九

万
八
下
円

住
宅
管
理
費
Ⅱ
管
叫
甜
六
十
一
万
九

千
円
、
住
宅
雌
蕊
費
間
六
十
菟
刀

二
千
円

教
育
費
Ｉ
学
校
修
肌
鋤
百
二
十
六
万

円
、
中
央
公
腿
鮒
改
築
閏
六
卜
八

万
三
千
円

の
件

『
幸
あ
ん
だ
／
六

だ
氷
か
し
ら
底

い
ボ
ブ
ー
ト
ン
い
油

，
じ
い
て
子
ト
キ
Ｃ
い

ｊ
ｊ

謡剰
血

そ
の
ほ
か
、
氾
力
、
燃
料
使
川
の
場

合
の
使
川
料
な
ど
規
定
し
た
。

川
、

h
, 一

、
刈
避
れ
は
、
品
蘭
が
悪
く

し
か
も
減
収
に
な
り
ま
す
。

品
蘭
改
韓
の
た
め
適
期
刈
取

を
し
ま
し
ょ
う
。

一
、
刈
取
っ
た
稲
は
地
干
し
、

逆
立
て
、
崎
立
て
乾
燥
群
を

や
め
、
品
簡
川
上
を
め
ざ
し

た
上
手
な
乾
燥
を
し
ま
し
よ

【
ノ
。

質
よ
く

う
ま
い
米
を

作
り
ま
し
ょ
う

､

脱
椴
捌
幣
は
て
い
ね
い
に

行
な
い
、
く
ず
米
、
死
米
惇

を
よ
く
除
き
肘
の
そ
ろ
っ
た

米
を
出
し
ま
し
ょ
う
。

包
装
、
容
器
の
Ⅱ
″
を
均

一
に
し
航
Ⅱ
碓
侃
に
つ
と
め

帥
川
川
荷
を
火
施
し
ま
し
ょ

う
Ｏ

傍
ん
な
で
消
衝
番
に
よ
ろ

こ
ば
れ
る
良
賀
米
を
作
り
、

が
森
米
の
評
判
を
よ
く
す
る

こ
と
に
つ
と
め
ま
し
ょ
う
。

や
う
は
／

り
／
入
れ

と
い
て

く
れ
たよ

〆
、
夕

鰄羅
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こ
の
逆
路
は
、
金
木
１
群
良
巾
ｌ
鹿

ノ
ｆ
沌
Ｉ
獅
子
力
沢
ｌ
県
民
の
株
（
眺

蝋
川
）
‐
‐
漸
森
巾
奥
内
を
結
ぶ
も
の
で

延
挺
二
叫
・
五
キ
ロ
、
金
木
側
か
ら
吋
森

巾
の
境
界
線
ま
で
一
叫
・
二
キ
ロ
の
喋
道

と
な
っ
て
お
り
①
五
所
川
陳
！
が
森
線

○
一
時
中
断
さ
れ
て
い
た
以
道
金
木
１
両
森
線
の
Ｃ

○
産
業
道
路
は
、
阿
森
雌
が
聯
業
主
体
と
な
り
、
○

○
総
珊
業
費
九
千
六
百
万
円
で
陸
上
間
術
隊
節
八
○

○
施
投
大
隊
第
一
中
隊
（
八
川
駐
屯
）
の
協
力
を
○

○
綿
て
去
る
七
月
二
十
日
に
猫
工
、
今
年
は
、
八
○

○
月
末
ま
で
に
、
金
木
１
万
森
の
境
界
線
附
近
の
○

○
不
通
と
な
っ
て
い
る
二
・
八
キ
ロ
の
う
ち
七
百
↓
ゞ
一
○

○
十
勝
の
通
路
を
改
良
し
、
こ
れ
を
キ
ッ
ヵ
ヶ
に
○

○
二
カ
年
計
画
で
全
路
線
二
Ｗ
・
五
キ
ロ
（
禰
効
巾
○

○
員
五
、
五
厨
）
の
開
通
を
は
か
る
こ
と
に
な
り
○

○
関
係
糊
を
再
は
せ
て
い
ま
す
。
○

自
衛
隊
が
全
面
的
協
力

八
月
末
に
今
年
分
完
成

②
今
汲
ｌ
齪
川
１
背
森
線
に
次
ぐ
、
津

幡
半
励
横
断
の
三
稀
Ⅲ
の
脈
業
近
路
と

な
る
ば
か
り
で
な
く
、
南
沿
い
に
、
肥

ノ
子
沌
、
小
川
川
ク
ム
を
見
て
〃
喋
民

の
森
嫁
へ
通
じ
る
唯
一
の
観
光
通
路
と

し
て
も
脚
光
壷
浴
び
る
も
の
と
し
て
、

【作業中の自衛隊員】

地
域
住
民
か
ら
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
道
路
州
発
の

歴
史
は
古
い
。
そ
の

片
は
、
両
森
へ
の
徒

歩
の
近
迩
と
し
利
川

さ
れ
、
林
野
行
政
が

確
立
し
て
森
林
鉄
近

か
走
り
、
さ
ら
に
大

き
く
変
っ
て
、
昭
和

三
十
五
年
に
は
、
金

木
側
の
こ
の
路
線
の

全
軌
道
が
取
り
は
ず

さ
れ
開
拓
地
へ
の
自

励
噸
道
路
と
な
っ
た

も
の
の
、
荷
森
側
の

用
地
間
収
問
巡
で
一

時
中
断
さ
れ
て
い
た

も
の
で
す
。

そ
れ
が
、
青
森
市

内
内
興
部
（
う
ち
ま

っ
ぺ
）
に
あ
る
眺
望
山
（
標
尚
一
川
受

胱
）
か
〃
喋
民
の
森
″
と
し
て
指
定
幣

附
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
ト
ン
ト

ン
拍
子
に
柵
か
進
ん
だ
も
の
で
、
肯
森

側
も
、
す
で
に
、
森
林
軌
道
跡
地
を
利

川
し
て
〃
喋
腿
の
森
″
入
、
ま
で
の

Ｕ
・
六
キ
ロ
を
部
分
改
良
し
て
い
ま
す
。

三
上
町
長
の
話
Ｉ
媒
、
刊
森
巾
、
噛
林

川
、
自
衛
隊
の
秋
似
的
な
盗
勢
が
、
こ

の
勉
路
開
通
の
源
動
力
と
な
っ
た
も
の

で
す
。
こ
の
竝
路
は
、
将
来
、
背
剛
卜

藤
枝
内
水
面
盤
魚
協
同
組
合
（
組
合

長
坂
本
千
代
太
郎
氏
）
で
は
、
水
川
の

減
反
に
伽
え
、
今
存
か
ら
、
鯉
の
雅
魚

の
錐
舳
販
売
に
よ
り
、
組
合
員
の
所
押

の
助
大
を
は
か
る
こ
と
を
計
画
実
施
し

て
き
ま
し
た
か
、
い
よ
い
よ
、
こ
の
八

Ｉ
Ｉ

今
年
の
十

④
驍

十
一
呵
川
の
大
規
樅
な
国

勢
捌
代
か
行
な
わ
れ
ま

す
。

こ
の
洲
從
は
、
企
川
の

あ
る
い
は
部
辿
刑
叫
、
巾

町
村
の
人
Ⅱ
の
大
き
さ
や

年
令
別
、
配
偶
の
関
係
別

職
業
別
の
人
川
構
成
な
ど

の
雅
本
的
な
邪
梢
を
川
ら

か
に
す
る
も
の
で
す
。

捌
在
の
方
法
は
、
国
勢

洲
介
凶
が
九
川
二
十
門
日

頃
、
符
家
庭
を
坊
間
し
、

洲
併
瑛
を
配
っ
て
肥
人
を

鯉
の
稚
魚
売
り
ま
す

八
月
末
か
ら
藤
枝
養
魚
協
で

現在で

査 に一・一 －

ン
ネ
ル
の
定
成
と
と
も
に
、
爪
典
な
道

路
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
が
、
ま
だ
ま
だ
金
の
か
か
る
近
路

で
、
こ
れ
か
ら
が
た
い
へ
ん
で
す
。
み

ん
な
で
力
を
あ
わ
せ
、
り
っ
ば
な
も
の

に
し
た
い
も
の
で
す
。

⑧
Ⅸ
伽
に
あ
た
っ
て
い
る
作
業
隊
は
、

隆
浜
英
弘
隊
踵
以
下
二
卜
川
名
で
、
ブ

ル
ド
ー
ザ
ー
（
・
・
○
屯
）
二
台
、
コ
ン

プ
レ
ッ
サ
ー
（
脈
搾
機
）
一
合
の
大
咽

機
械
で
作
業
を
進
め
て
い
る
。
〃

川
エ
十
五
川
か
ら
死
り
川
す
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

碓
仙
の
大
き
さ
は
約
叫
叩
位
で
、
水

川
、
沼
、
池
な
ど
に
愛
航
す
れ
ば
、
二

年
Ⅱ
に
は
、
約
三
○
叩
以
上
に
な
り
ま

す
。
「
販
充
数
に
制
限
か
あ
り
ま
す
か

9月24

依
加
し
ま
す
か
ら
十
川
一

、
午
伽
煙
池
時
現
征
、
門
さ

ん
の
仙
拙
に
ふ
だ
ん
住
ん

で
い
る
す
べ
て
の
人
に
つ

い
て
湖
れ
な
く
舳
人
し
て

ド
さ
い
。
十
川
一
Ⅱ
か
ら

●
川
び
洲
介
幽
が
家
庭
を
た

ず
ね
て
洲
從
蝦
を
川
収
し

ま
す
。こ

の
洲
介
蛎
に
好
か
れ

た
棚
椚
は
統
帥
を
つ
く
る

た
め
に
だ
け
使
わ
れ
る
も

の
で
、
そ
の
他
の
川
的
に

使
川
す
る
こ
と
は
法
仲
で

略
く
禁
じ
ら
れ
て
い
ま

す
。
洲
介
蛾
に
は
、
あ
り

の
ま
ま
を
＃
い
て
下
さ

い
。

町
の
税
条
例
に
よ
れ
ば
「
雌
祈
扶
助

を
受
け
て
い
る
″
は
、
町
民
税
お
よ
び

間
疋
賀
倣
税
の
減
纐
ま
た
は
免
除
さ
れ

る
」
と
い
う
規
定
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
規
定
を
知
ら
な
い
た
め
、
生
活
扶
助

を
受
け
、
そ
の
扶
助
料
で
税
金
を
納
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
お
か
れ
る

場
合
が
あ
、
ま
す
。

〃

納
税
杵
知
＃
（
キ
ッ
プ
）
を
も
ら
っ

て
か
ら
、
鮪
き
慌
て
、
そ
し
て
役
賜
に

カ
ヶ
ュ
ミ
俳
附
を
叩
し
肱
て
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
よ
う
で
す
。

縦
務
諜
で
は
「
生
活
扶
助
を
受
け
る

よ
う
に
な
っ
た
吻
合
は
、
速
や
か
に
、

〃
町
税
減
免
叩
諭
＃
″
を
提
川
す
る
よ

う
に
」
と
要
望
し
て
い
ま
す
。

巾
術
乎
統
き
に
つ
い
て
は
、
税
務
課

で
州
淡
指
導
に
応
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

販
兆
Ⅲ
務
所
金
木
町
藤
枝

正
藤
鉄

〔
悩
紙
・
一
、
（

ら
い
Ⅲ
に
叩
込
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
組

合
で
は
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

碓
岬
の
価
絡
衣
は
次
の
と
お
り
で
す
。

生
活
扶
助
者
は

税
金
が
減
免
さ
れ
る
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仏
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で
き
ま
し
た
。
落
成
式
は
じ
川
・
・
十
四
日
、
プ
ー

ル
開
き
は
同
月
二
十
八
日
で
、
夏
休
み
中
は
、
押
す
な
押
す

な
の
大
樅
況
ぶ
り
。

プ
ー
ル
は
、
二
十
五
勝
に
十
八
勝
の
八
コ
ー
ス
、
プ
ー
ル

北
西
脇
に
は
幼
児
川
の
プ
ー
ル
も
あ
り
、
こ
の
日
は
、
湘
瀬

保
育
所
の
こ
ど
も
進
も
加
わ
っ
て
大
賑
や
か
で
し
た
。
に
邪

曲
七
百
八
十
万
円
、
今
与
雌
投
が
六
月
中
旬
か
ら
工
僻
し
て

い
た
も
の
。

中
山
山
脈
西
勉
の
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
と
こ
ろ
に

川
倉
小
学
校
、
金
木
小
学
校
、
側
大
東
ケ
丘
分
校

に
次
い
で
四
番
目
の
金
木
南
中
学
校
の
プ
ー
ル
が

幼
児
用
も
あ
る

四
番
目
の
学
校
プ
ー
ル

？

、 N蚕
ず７笠

己

ど唾

F‐q

… ；
也袋〆

F号
＝

錘

【25メートルより大きく見える南中プール】

荒
馬
も
参
加
さ
せ
て
は
Ⅳ

〃
奴
ま
つ
り
″
は
、
年
ご
と
に
参
加
折
が
多
く
な
り

ま
し
た
。
今
年
は
、
雌
終
川
十
八
Ⅱ
の
「
ネ
・
ブ
タ
流

し
」
に
は
、
ハ
ネ
ト
が
わ
り
に
州
人
会
の
〃
奴
川
り
〃

か
つ
き
、
見
る
ひ
と
は
火
踊
び
で
し
た
。

金
木
に
は
、
ま
た
〃
荒
馬
〃
が
あ
る
。
と
も
に
、
郷

土
典
能
と
し
て
何
行
で
す
。

〃
奴
ま
つ
り
″
は
、
以
川
は
〃
型
ま
つ
り
〃
と
い
う

窩
称
で
し
た
か
、
昭
和
川
北
一
・
年
か
ら
〃
奴
ま
つ
り
″

と
し
、
今
年
で
・
・
同
Ｈ
・
保
存
の
ｋ
か
ら
、
〃
奴
伽

り
〃
川
様
〃
こ
ど
も
能
蝿
″
も
養
成
し
、
そ
し
て
参
加

さ
せ
て
は
い
か
が
で
す
か
。

全
町
に
普
及
し
た
奴
踊
り

~

~＝

ｰ二

藷
ｑ

蜂
Ｐ
〃
会
心

や

､

丘拝

L
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八
月
二
卜
川
か
ら
施
行
さ
れ
た
改
旺
道
路
交
通
法
の
主
な
も
の
は
次
の
と
お
り

で
す
。

Ｏ
飲
酒
運
転
の
全
面
禁
止

飲
泗
の
稗
煙
を
問
わ
す
、
い
っ
さ
い
の
洲
戴
巡
転
を
禁
止
し
、
刑
則
も
次
の
よ

う
に
強
化
さ
れ
ま
し
た
。

①
洲
を
飲
ん
で
化
備
述
転
で
き
な
い
状
態
で
ハ
ン
ド
ル
を
拠
る
と
、
・
・
年
以
下
の

懲
役
ま
た
は
況
刀
円
以
ド
の
刑
金
（
改
服
）

②
呼
戴
一
脚
巾
、
○
、
・
荘
、
甥
以
止
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
お
び
て
迎
岻
の
場
合
は

・
・
一
川
以
下
の
懲
役
ま
た
は
・
一
刀
円
以
下
の
刑
余
（
改
旺
）

③
縛
官
の
呼
虹
検
介
を
椛
門
や
妨
淵
す
る
と
：
．
〃
円
以
ド
の
刑
金
（
新
投
）

④
迎
転
新
に
禰
顛
を
捉
供
、
ま
た
は
飲
澗
を
す
す
め
、
そ
の
迎
岻
者
か
洲
故
を
起

し
た
場
合
、
刑
抵
上
の
共
犯
折
と
し
て
洲
せ
ら
る
こ
と
か
あ
る
（
断
没
）

○
免
許
の
取
り
消
し
、
再
交
付

免
杵
を
取
、
消
さ
れ
た
あ
と
、
叫
免
排
を
受
け
る
に
は
、
点
数
制
皮
に
よ
っ
て

公
安
委
口
が
、
欠
絡
期
州
を
、
次
火
に
よ
り
一
’
三
年
の
う
ち
か
ら
脂
定
す
る

（
新
設
）

免
許
取
り
消
し
後
の
欠
格
期
間

数
欠
格
期
間
三
年
二
年
一
年

点
伽
朧
な
し
弱
点
以
上
弱
点
Ｉ
別
点
喝
点
Ｉ
叫
点

積
前
朧
一
Ｍ
釦
点
以
１
加
点
１
羽
点
旧
点
Ｉ
旧
点

累
杣
腫
一
川
以
ｋ
泌
点
以
化
円
点
Ｉ
劉
点
５
点
Ｉ
叫
点

○
安
全
運
転
管
理
者
の
責
任
強
化

泗
郊
お
よ
び
酒
酔
い
巡
蛎
を
さ
せ
た
り
、
黙
倒
し
た
〃
安
令
遮
岻
禰
剛
者
″
は

述
反
迎
岻
街
と
Ⅲ
罪
と
す
る
（
改
脈
）

〃

○
交
通
反
則
通
告
制
度
の
適
用
範
囲
の
拡
大

①
少
年
の
腫
則
折
に
も
腫
則
通
俗
制
嘆
を
通
川
す
る
こ
と
と
し
、
反
川
金
を
納
め

な
い
少
年
に
対
し
て
は
、
家
庭
敗
判
所
が
Ⅸ
川
金
の
納
付
に
つ
い
て
折
ぶ
す
る
こ

と
か
で
き
る
（
新
殿
）

②
過
去
一
年
以
内
に
行
政
処
分
を
受
け
た
も
の
で
、
駐
巾
迎
爬
や
免
抑
紙
を
持
た

な
か
っ
た
な
ど
の
蛭
反
則
稀
に
も
、
交
通
区
則
通
群
制
度
か
適
川
さ
れ
る
（
改
旺
）

こ
の
ほ
か
、
梛
巾
交
通
規
制
の
た
め
の
拙
樅
、
交
通
巡
視
凶
制
度
の
新
投
や
歩

行
者
お
よ
び
、
岻
収
通
〃
者
の
保
捜
強
化
な
ど
に
頭
点
を
お
い
て
改
服
さ
れ
て
い

ま
す
。 道

交
法
の
改
正

飲
酒
運
転
を
全
面
的
に
禁
止

少
年
は
成
人
並
み
に
扱
う

脱
。
‐
ｆ

Ｉ
ｎ
３
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